
山鹿市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

令和７年６月３０日 

 

山鹿市長 早 田 順 一   

 

 

山鹿市規則第２５号 

 

山鹿市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

山鹿市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則（平成１７年山鹿市規則第２０号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「所有する市」を「所管する市民課又は各支所」に改める。 

第３条中「、及び」を「及び」に改める。 

第４条第１号中「印鑑登録証」を「申請者が印鑑登録証」に改め、同条第２号中「提示」

を「申請者から提示」に改め、同条第３号中「他」を「申請者から他」に改める。 

第５条中「発送の」を「同項の規定による照会書を市が発送した」に、「指定日」を

「提出期限」に改める。 

第６条（見出しを含む。）中「印鑑登録原票」を「印鑑登録可視台帳」に改める。 

第８条中「及び規格」を削り、同条第２号中「 様式第２号」を削り、同条第３号中

「印鑑登録原票」を「印鑑登録可視台帳」に改め、「 様式第３号」を削り、同条第４号

中「様式第４号」を「様式第２号」に改め、同条第５号中「様式第５号」を「様式第３号」

に改め、同条第６号中「様式第６号」を「様式第４号」に改め、同条第７号中「 様式第

７号」を削り、同条第８号中「 様式第８号」を削る。 

様式第２号及び様式第３号を削る。 

様式第４号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号(第８条関係) 

 

 

（表） 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号中「様式第５号」を「様式第３号」に改める。 

様式第６号中「様式第６号」を「様式第４号」に改める。 

様式第７号及び様式第８号を削る。 

 

附 則 

この規則は、令和７年８月１２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


